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情報通信審議会 情報通信政策部会 

デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第２９回 議事録 

 

１ 日時：平成１９年１２月１７日（月）１０：２０～１２：００ 

２ 場所：総務省 地下２階講堂 

３ 出席者（敬称略） 

（１）委員（専門委員含む） 

村井 純（主査）、浅野 睦八、井川 泉、池田 朋之、石井 亮平、石橋 庸敏、岩浪 剛

太、植井 理行、華頂 尚隆、河村真紀子、岸上 順一、佐藤 信彦、椎名 和夫、菅原 

瑞夫、関 祥行、高橋 伸子、田胡 修一、田村 和人、所 眞理雄、中村伊知哉、生野 

秀年、堀 義貴、福田 俊男、                    （以上２３名） 

（２）オブザーバー 

足立 康史（経済産業省）、雨宮 直彦（ＫＤＤＩ株式会社）、金光 修（株式会社フジテ

レビジョン）、菊池 尚人（慶應義塾大学）、吉川 治宏（三井物産株式会社）、金 正勲（慶

應義塾大学）、川瀬 真（文化庁）、小塚 荘一郎（上智大学法学部）、重延 浩（株式会社

テレビマンユニオン）、中村 秀治（株式会社三菱総合研究所）、元橋 圭哉（日本放送協

会）、安江 憲介（株式会社三菱総合研究所） 

（３）事務局 

小笠原情報通信政策局コンテンツ振興課長 

（４）総務省 

松井官房審議官、吉田放送政策課長、吉田地上放送課長、武田衛星放送課長 

 

 

【村井主査】 ただいまから、情報通信審議会 デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する

検討委員会第２９回会合を開催させていただきます。お忙しいところ、また、朝早くからお

集まりいただきまして、どうもありがとうございます。 

本日、欠席された委員、それから出席いただいているオブザーバーに関しまして、いつも

のように席上資料に書かせていただいておりますので、ご参照ください。 

本日、放送コンテンツのマルチユースの促進について議論を進めていくということで、大

きく２つに分けて議論を進めます。第１部は、第四次答申に盛り込まれたコンテンツ取引市

場形成に向けたトライアルの話題でございます。これにつきましては第四次答申の中でコン

テンツ取引市場の形成に関する検討会の構成員の協力を得て実証実験のルールを策定すべき

という提言をしておりまして、その検討会にも参加していらっしゃった本委員会の中村委員
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から、取引市場のトライアル実施のための作業の進捗状況をご報告していただき、議論いた

だくというのが第１部でございます。 

第２部は、放送コンテンツのマルチユース促進に関しての幾つかの法的な側面、それから、

マルチユースの促進を推進していくにあたってのポリシーに関して議論していただきます。

まずオブザーザーのお二方にお話ししていただき、それから議論に移りたいと思います。オ

ブザーバーとしましては番組製作者の方の実情を伺うべきというご指摘を委員の方からいた

だいておりましたので、テレビマンユニオン重延会長にお願いして前回に引き続きご参加い

ただいき、番組製作のマルチユースの実情、その促進策についてご説明をいただきます。 

次に、ルールや制度について上智大学の小塚先生をお招きして、放送番組マルチユースの

促進策について、諸外国のルール等も踏まえたルール上の考え方をご説明いただくことにな

っております。 

それから、放送のコンテンツ取引について、これまでいろいろなご意見、説明等があり、

海外のアメリカ、韓国、イギリス等々のルールも伺って参りましたが、本日お二方からお話

を伺うことで、コンテンツ取引に対する考え方を議論していただく準備をしております。皆

様どうぞよろしくお願いします。 

それでは、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 資料１でございますが、中村委員ご提出の資料「コンテンツの

取引市場形成に向けて～取引市場のトライアルの実施～」でございます。それから、資料２、

「製作・配給・放送・配信の私的定義 ３６０゜マルチユースへ」、重延オブザーバーの資料

でございます。それから、資料３、小塚オブザーバーの資料で１枚物でございます。資料４

以下は、議事概要をひとまとめにしたものを添付しております。 

以上でございます。 

【村井主査】 それでは、中村委員、よろしくお願いします。 

【中村委員】 おはようございます。中村でございます。 

資料１で取引市場のトライアルの実施についてご報告を申し上げます。１ページ目をごら

んください。 

冒頭、「ＡＭＤの取組み」とございますが、ＡＭＤ、デジタル・メディア協会という財団法

人は平成６年にデジタル・メディアに向けたコンテンツの普及を目的に設立された団体であ

りまして、総務省所管の社団法人です。詳しくは２ページ目の参考に概要を書いております

が、私はこの団体の参与も務めておりまして、その立場から今日はご報告申し上げます。 

ご案内のとおり、第四次答申におきまして取引市場のトライアルに関する提言が行われま

した。４ページ目にありますように、放送コンテンツの取引を促進して番組製作者の創造イ

ンセンティブを高めるために新たな製作手法と公募のスキームを提案しています。私自身、
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この委員会でトライアル実施の必要性を発言してきたというところでもあります。 

ＡＭＤとしましても、コンテンツの振興を担う公益法人として、答申の実現に少しでも貢

献ができるように努力をしてまいりまして、この審議会の事務局である総務省にもバックア

ップをお願いいたしまして、放送事業者や番組製作者の方々とトライアルの実現方策につい

てご相談をしてきたところです。皆様のご協力で、ようやくトライアルの概要をまとめるこ

とができましたので、今日、ご報告を申し上げようと思っております。 

概要を具体的に申し上げますと、１ページ目の下になりますが、まず①ＡＭＤが放送番組

の企画を公募します。応募された企画の中からすぐれた企画を選定して表彰するというもの

です。選定の条件は、すぐれた企画内容であることに加えまして、マルチユースを前提とし

たものでマルチユースに適したものであること及び製作費の自主調達を行う意思があるもの

であること、としています。 

②、また、そのよい企画となるインセンティブを与えますために、選定・表彰された企画

の取り扱いについては、ＡＭＤから関連業界に対して協力を要請しております。具体的な協

力内容としては、放送事業者等に対してマルチユース促進のための放送時間枠を設定して、

選定・表彰された企画を提案した製作者に、その時間帯の放送番組の製作を委ねることをご

検討いただくことを依頼しています。 

それから、一般企業に対しましては、選定・表彰された企画を提案した製作者に製作資金

の出資を検討すること、または、その番組のいわゆるスポンサーとなることをご検討いただ

くことを依頼しています。 

そして、広告代理店等に対しましては、選定・表彰された企画を提案した製作者に対して、

いわゆる番組スポンサーや製作資金の出資者を仲介いただくことを依頼しています。 

３ページ目の参考資料に、トライアルのスキーム図をつけてみました。現時点でご協力い

ただくことを予定している方々、こちらからご協力をお願いした方々を記載させていただい

ております。実際にここに記載したようなご協力がいただけるかどうかは、まさに応募され

た企画の内容次第ということになります。ただし、ここにお名前のある企業の担当の方々は、

いずれもコンテンツ取引市場形成の重要性にご理解をいただいております。本当にお忙しい

ところを時間を割いてご協力いただいた次第です。この場をかりて厚く御礼を申し上げたい

と存じます。 

なお、製作の条件とそれぞれ個別の詳細は、契約に委ねられることになるんですが、関係

者の方々に対しては、本トライアルの趣旨であるマルチユースを前提とした契約を念頭に置

いて対応いただくことを、今、お願いしているところです。 

２ページに公募の条件の例をつけています。公募の具体的な条件の例としては、例えば応

募される企画は基本として３０分から１時間程度の単発番組であること。ただし、連続物に
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ついては回数などを明記してもらいたいと考えています。また、企画についての放送の可否、

あるいは放送時間帯などについては、放送事業者の編成方針に従って判断されます。 

また、応募については、番組製作者のみならず、番組製作者と連携するなどして提案の企

画を製作可能な者であれば、応募することは可能ではないかと、これが公募の具体的な概要

であります。 

明日の１２月１８日に、ＡＭＤからこの公募内容についてプレスリリースを行う予定とし

ておりまして、２月中旬ごろまで公募期間を設ける予定としています。このトライアルに関

しては、実際の評価や検証を行うのは来年になると思いますが、適宜進捗状況については、

この委員会でも報告をいたしまして、具体的な結果の検証を行っていきたい、そこが肝心だ

と思っています。 

また、この審議会においては、諸外国の放送番組市場、あるいはそういったルールについ

て回数を重ねて議論をしていただいてきたところでありますが、これまで再三議論にもあり

ましたように、イギリス、韓国、アメリカなどの諸外国は一定のルールをつくって放送コン

テンツの取引市場を創出してきましたが、日本は、まずはこうした民間活力を 大限で活用

した取引市場をつくるという方向で、今回のトライアルはその試金石ともいえる重要な位置

づけであると考えます。関係者の方々のご指導とご協力を得まして、このトライアルを通じ

て日本の放送コンテンツのマルチユースが促進されることを期待する次第です。 

私からは以上です。 

【村井主査】 ありがとうございました。 

それでは、意見交換に移りたいと思います。まず、元橋さんから何かございますか。 

【元橋オブザーバー】 今回のＡＭＤの公募については、既にこの委員会でもご報告させていた

だいていますが、私ども自身がそういう外部の製作事業者さん、製作会社に番組を製作委託

するという、公募しているというスキームが既にございますので、その枠の中でここで公募

されて選ばれたものについては、ＮＨＫの番組として編成するにふさわしい内容であるとい

うことが判断されれば、こういう形でご協力はさせていただきたいと思います。いろいろな

手法がございますが、多分、今回の場合は、番組の予約購入、放送権購入という形にして、

その他の二次展開、マルチ展開は企画製作された製作会社が独自の展開をするというスキー

ムがいいのだと思いますので、そういう中で、私どもで放送するということも検討しながら

ご協力していくことになると思います。 

以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

それでは、ＴＢＳの井川委員、お願いします。 

【井川委員】 ＴＢＳの井川でございます。おはようございます。 
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今回の検討会には、私どもの会社からも委員を出させていただいていろいろ議論をさせて

いただきましたので、こういう形でトライアルのルールが決まったことは非常に喜ばしいと

思っております。弊社としても協力という形で名前を出させていただいておりますので、今

回のトライアルに協力させていただきたいと思っております。 

ただ、企画公募自体は、私どももこれまで何回もやっておりますけれども、やっぱり応募

が数百来ましても、放送までこぎつけるものは１０本程度のケースがほとんどですので、今

回も、放送できるにふさわしいものが出てきてくれることを期待しています。 

それからあと、マルチユースも、今回、公募要綱に入っておりますので、私どもとしても、

そのマルチユースを進めること、放送側の収入を高めるためにマルチユースを進めることは

非常に重要なことと考えておりますので、この中でまた新しい形のマルチユースの形式みた

いなことが提案されてくると、それを私どもも参考にしてみたいと考えております。 

ただ、これからの放送に当たりましては、詳細は契約で製作者の方と決めさせていただき

ますし、ＴＢＳとしても放送基準とかガイドラインがありますので、その辺の詳細を詰めな

がら製作者の方と具体的な作業が行えればと思っております。 

とりあえずトライアルということで今回は協力させていただくことを表明させていただき

ます。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

それでは、金光さん、お願いいたします。 

【金光オブザーバー】 フジテレビの金光です。 

ＮＨＫさん、ＴＢＳさんと同様に、我々もこれに取り組んできたわけですが、このトライ

アルの仕組み自体は極めてとっぴなことでも、革命的なことでも決してない。ある面、今ま

でやっていた中で１つの目的をくり抜いて作られた仕組みであると。その目的というのは、

マルチユースを促進するためのものづくりの仕組みだと認識しております。 

ですから、そういう枠組みでやる中で、このトライアルが具体的なマルチユースの成果だ

けを期待するものではなくて、これをやることによっていろいろな機会が創出されることに

意義があるだろうと考えております。それは具体的にはずっと話されてきていることですけ

れども、今まであまり機会のなかった製作資金を外部の人から徴収する、あるいは獲得する

みたいなことをやってみようじゃないかと。これは非常に新しい機会創出ですので、局にと

っても製作会社にとってもおもしろい試みだし、将来につながればいいなと思っています。 

それから、二次利用を前提とした形でマルチユースを前提とした形で権利者の方たちの意

向を酌んだ上で話し合いをしながら番組を作っていくというプロセス、これなども非常に重

要なことで、やっぱり二次利用するに当たって製作会社さんの中にそれが得意なところ、そ

れを従来からやられているところとそうでないところとやっぱりいろいろといらっしゃると
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思うので、できればすそ野を広げるという意味でも、今までそういう機会のなかったところ

がこういうことの機会で参加することによってそういう経験を積むということは、局にとっ

ても、製作会社にとっても、非常に前向きなことだろうと思っています。 

それから、 終的に一番大事なのが、こういうことをやった上で放送コンテンツとしても

成立して、なおかつ二次利用のコンテンツとしてどういうものが価値があるのかというよう

な、いわゆるマーケティング的なことを、ある種、ソフトの面からこの実験を通して抽出す

るということも非常に重要なことだと思いますので、二次利用が幾らできたとか、そういう

ことだけにとらわれないでこのトライアルの価値を見たらいいのではないかと思っています。 

以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

冒頭で申し上げましたように、本日行っていただく議論は、取引市場の実証実験について

と、放送コンテンツ取引におけるポリシー、ルール等についてですので、実証実験の件で何

かご意見があれば、今お伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

【華頂委員】 取引市場ワーキンググループでさんざんやってきたことを理論化するということ

で、とりわけマルチユースの中でもネット流通に関しては、著作権法が傷害となっているで

ありますとか、放送と通信の取り扱いが違うから直らないとかという話がありまして、そう

ではないんだということを実証できる実験になってもらいたいと思っています。単なるアイ

ボールの取り合いということではなくて、いかにそのリスクを負担していくかということも

重要な課題ではないかと思います。その意味で、３ページを見ますと、「製作出資またはスポ

ンサー」というところの協力者として名前が挙がっているＮＴＴ、ソフトバンク、住友商事、

三井物産等々並んでいますが、自主番組の取り扱いについて著作権法が傷害になっていると

さんざん主張されていたＫＤＤＩさんが入っていないですね。これはどういうことなのかな

と思います。やはり、リスクを負担していくということで初めてその自主番組に対して経済

的な権利も持ち、あるいはビジネス上の利得も得ることができると思うのですが、ここでＫ

ＤＤＩさん、報酬請求権化についてかなり熱心な議論をされていたＫＤＤＩさんが入ってい

ないということは、非常に残念なことだと思います。 

以上です。 

【村井主査】 そのほかに何かご意見ございますか。 

それでは、２部に移らせていただき、またそこで議論をさせていただきたいと思います。

実証実験につきましては、引き続き、進捗状況等のご報告をお願いしたいと思います。 

それでは、放送番組のマルチユースの促進策について番組製作者のお立場からご意見を伺

いたいという要望がございましたので、 初に申し上げましたように、重延会長においでい

ただきました。重延様、よろしくお願いいたします。 
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【重延オブザーバー】 おはようございます。重延でございます。 

前回、おおむねの話をいたしましたけれども、今回、一応、製作者ということの発言が今

まで少なかったというお話も伺いまして、もっと具体的にお話しいただきたいという依頼が

入りましたので、書き物に一応まとめてきました。 

ただ、依頼内容がかなり量が多いものでしたので、すべてを包括しているかどうかはわか

りませんけれども、やや３０ページを超えるものになっておりますので、３０分お時間いた

だいたと聞いておりますが、よろしいでしょうか。では、３０分でまとまるようにお話しさ

せていただきます。 

お出ししてある資料にしたがってということでございますが、１ページ目は表紙でござい

ますけれども、「私的提議」とさせておいていただきました。これは製作者全体とお話しした

うえでの提議ではございませんので、私の「私的提議」ということでお話しさせていただき

ます。 

２ページ目の「製作者にとってのコンテンツ流通の意義」ですけれども、製作者にとって

は放送番組のコンテンツ流通は多用な意義がありまして、これは経済的ということではない

という視点も入れておきたいと思います。コンテンツが限定されたメディアにとどめられる

ことなく、より多くの人々に見られることが製作者にとって要るとても大きな意義がある。

製作者というのは、たくさん見ていただきたいんですね。ですから、限られたメディアに限

定されることではなく、広がりを持つ流通の意味という、やや文化的な意義があります。 

それから、一般の視聴者の方々にとっても、１つのメディアに限定されなく、メディアを

選択できたり、自由な時間に多様なコンテンツに接触できる機会増大は、流通のある意味の

中に１つ入っているのではないかと思います。 

それから、経済的でありますが、コンテンツを流通することによる製作会社への収入還流

の意義、それから収入が製作者・著作権者に還元される意義、そして、大きく見れば放送産

業全体の経済振興の意義があるというぐあいに考えております。 

「マルチユースに向けたコンテンツ流通の方法」ですけれども、まずコンテンツ流通の意

識を確認していきたいということでございまして、コンテンツ流通をしたいのかどうかとい

うことで、放送局・製作会社間でまず相互確認したほうがいいと思います。コンテンツによ

っては、別に流通しなくてもよいというコンテンツがございますので、コンテンツを流通さ

せるかどうかということに関しての意識確認が必要と思います。 

それから、コンテンツ流通のための契約では、コンテンツを、だれが、いつ、どのように

流通させるか、合意と確認による決定ということではないかと。ただ、私は、コンテンツ流

通の主体者は、原則、著作権者が主体的、優先的に判断をすべきと考えております。それか

ら、コンテンツ流通の権利処理に関しては、原則、著作権者が行うとしておき、ただし、代
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行を委託することは可能であるという、著作権者主体ということから始めたいというのが私

の意見でございます。 

４ページですが、流通促進については、原則、これも原則です、著作権者が促進方法を判

断すべきである。促進を他に委託することが有効な場合、著作権者の判断でそれを委託する

ということではないか。 

窓口権というのはいろいろな定義がございますが、私の定義は、窓口権とは著作権者から

委託された著作物の利用を促進し――これが入っていると思いますね、利用を促進し、権利

処理を行い、収入の配分を行う権利。そして、流通上の危機管理を行うと入れておきました。

危機管理を行う。委託された業務の経過報告を著作権者に行う。これが重要だと思います。

報告を行うということですね。期限付き委託であり、業務の状態により著作権者はその契約

を終了できるものとする。永久ではないということだと。 

それから、３番目、「国内放送コンテンツの流通の促進」。日本では、放送コンテンツ二次

利用の市場が総体的に小さいということが言えると思います。しかし、メディアの拡散に伴

い、二次利用増大の時代が近づいている。新しい市場が放送、配信、販売の世界で生まれて

いて、インターネット市場は急成長しています。流通をしたい者が流通を促進できる環境を

確立したい。流通をしたい者ということですね。現在は配給事業が成立しにくいので、製作

会社自身あるいは放送局が行うことになるという実態です。旧来の概念だけで促進を抑制し

ないこと。二次利用が一次利用を逆に成功させることもある時代。これは非常に重要でして、

１つのメディアに限定しないで出すことによって、逆にあるきっかけが生まれて、それが宣

伝とか広報の意味があって、一次利用よりも価値が還元してくることは、実際にもう起きて

いると思います。 

４番目、「国際流通の促進」。地上放送コンテンツの国際輸出の市場は年間１００億円に増

大中であるということですが、市場は小さいが永久に市場が小さいということではないと考

えます。１つのコンテンツによって市場が急に拡大する契機となることがある。『冬のソナ

タ』とか『おしん』もそうですけれども、『冬のソナタ』などは、思ってもいなかったような

市場拡大の契機になったということが例としてあると思います。 

米国以外で放送コンテンツが世界市場を制圧している国は、はっきり言ってないと言えま

す。市場進出を未来の課題とするのは日本だけではない。ほかの国はみんな考えているよう

です。 

日本の放送コンテンツは、アニメを除き日本国内向けの製作内容、スタイルで製作されて

いる。これは前回申し上げましたけれども、非常にドメスティックな考え方でつくられてい

て、成功していると思います。この日本的製作内容、製作スタイルで流通促進をできるか。

可能性はあると考えます。そう考える者が流通をすべき。つまり、日本的ドメスティックな



 

-9-

ものが世界的でもあり得るということは大事なことだと思います。 

アジアとの流通は、新しい展開はあり得ると考えます。中国、韓国、台湾、シンガポール、

フィリピン、インドネシア等。そして将来はインド、中近東などについて展開ができると考

えます。内容、スタイル、俳優、音楽、キャラクターという、そういうものを含めて、広義

の文化的流通の可能性は大きい。つまり、アジアの方々は俳優に非常に大きなあこがれを持

ったり、非常にすばらしい音楽を聞こうと思ったりするという、そういう考え方で、広義の

文化的流通があるということです。ただし、海賊版・違法配信・違法販売の対策をさらに徹

底しなければならない。 

ＨＤは技術的コンテンツとして流通の可能性を持っていると考えております。 

日本のコンテンツのフォーマット権ですけれども、これは販売に可能性があると読めます。

国際的情報交換が重要であり、国際マーケットへの継続的参加が非常に重要である。 

製作会社、製作者の国際マーケットの参加は非常に重要だと考えます。特に製作する者（プ

ロデューサー、ディレクター）がマーケットに参加することは、今、日本は非常に少ないん

ですけれども、大きな意味を持っていると思います。 

それから、フランスのＴＶＦＩ、イギリスのＰＡＣＴのマーケット参加のあり方は参考に

できるということでございます。団体で製作会社側が参加できる形です。それから、中国、

韓国の国策的な積極的参加方式は、放送局、プロダクションを含めて行われていますので、

これも参考になる。現在、ＭＩＰには、アニメ・特撮を除いた独立製作会社のブースはない

ということで、これは世界の中ではまれなケースだと思います。 

５番目に「放送コンテンツの未来形」ということですけれども、これは非常に私のテーマ

でございますけれども、「３６０゜マルチユース」という言葉を使い始めております。これは

イギリスのＢＢＣが言い始めた言い方でございまして、製作時点で３６０゜、つまり全方位、

あらゆる権利をクリアしたコンテンツが望まれるということで、そういう製作方式が期待さ

れてきました。ハリウッドのスタジオのプロデューサーなどは全権利を包括してとるという

形ですけれども、そのような形がテレビでもないかという試みが今年から始まっていると言

ってもいいと思います。 

それから、著作権、著作隣接権等の権利処理を製作会社が事前に３６０゜クリアできるこ

とが期待され、その上でそれぞれの利用を合意する方向であるともいえますが、１つの未来

形式。今は難しいですけれども、未来形式かもしれません。 

未来流通のあり方としては、放送事業者、製作事業者、配給・配信事業者がイコールパー

トナー、これは重要ですね、イコールパートナーとして理解し合って流通市場を広げていく

時代ではないか。 

流通の主体をどこが持つかを確認すること。著作権者が主体ではないかというのが私の個
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人的考えであります。その上で、一次放送権の期間及び期間終了後の管理者（窓口権行使者）

を定める。 

放送局が管理するときは、管理リポート、映画では、大体普通３カ月から６カ月ごとに委

託した業者からどういう状態かというのは報告が来ますけれども、管理リポートが出るべき

ではないかと思います。報告がないとき、流通しようとしないとき、一定期間を経て流通で

きないときは、著作権者に権利が戻ることのほうが合理的ではないかと考えております。 

それから、製作会社自身による流通を実現している会社はあると言えます。未来的にも育

つ可能性はあると言うことができると思います。 

１０ページに入りますが、平成１０年の「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関

する独占禁止法上の指針」により製作会社はようやく著作権を保有しやすくなったという状

態でございまして、製作会社はまだ１０年ほどの本格的流通の経験しかないという状態で、

製作会社が早く流通に関与できる環境を育成すべきであると考えます。国際マーケットへ対

価少なく参加できる方法とか、国際コンテストに参加できるよう、すぐれた番組が出品のた

めの英語版を作成できる助成などすべきではないかと思います。 

コンテンツ流通には、経験の蓄積、海外とのネットワーク、相互の信頼が重要である。継

続的経験が必要です。 

流通意欲のある者が流通すること。流通能力を高めること。そして流通実績を上げていく

こと。これは各放送局、各製作事業者に言えることではないか。放送局にも製作会社にも、

実績のあるところとまだあまりないところがあります。しかし、過去の実績からだけ未来を

判断するのは未来的ではないと考えます。より多くの国際的プロモーターが各メディアから

多彩に参加すべきです。未来のマーケットには、どこかに限定することなく、広範囲に、意

欲的に挑戦することが未来的。そこから新時代のマーケットの方法が生まれる可能性がある

と思います。 

プロデューサーや演出家がもっと国際マーケットで活躍し、内容のわかる、説得力のある

プレゼンテーションをすると流通が新しい展開をします。欧米は、販売担当だけではなく、

製作者の参加も多いと言います。日本も、プロデューサーが参加すべき。例えばＭＩＰＤＯ

Ｃ、ドキュメンタリーのＭＩＰですね、にはＡＴＰから製作会社の演出家が参加しています。 

欧州の流通で、今、価値を持つ流通は、フォーマット権です。フォーマット権をさらに戦

略的にプロモートすれば、流通の中でも利益効率の高いものになるだろうと考えます。フォ

ーマット権は、製作主体者が企画者として１００％権利を持ち得るものなので、製作者自身

が流通し、自身で製作バイブル――フォーマット権が決まりますと、製作システムをものす

ごい数百ページのものを渡すのですね。こういう製作バイブルを契約者に渡すことを奨励し

ます。日本の流通促進の未来形として重要なサクセス契機となり得ると思います。 
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未来に制限はないと考えています。すぐれた、売れるコンテンツがまず流通をリードする。

そんなコンテンツを創造すること。本当はこれに尽きるわけでございまして、すばらしいコ

ンテンツがあれば、黙っても流通していく、そういうものだと思いますので、コンテンツを

創造するのが本当は重要なことではないかと考えます。 

流通に必要な権利者団体との合意については、未来形の中では、各権利者団体が二次利用

に対して否定的ではないはずです。こういう発言はもう出始めていらっしゃいますね。むし

ろ、各権利団体にとっても、新しい二次利用の活用法が期待されていると考えます。権利者

団体は、非合理的な提案・条件に対しては否定的であろうが、対価を含めて合理的合意があ

れば、合意可能と考えます。原則的モデル単価があることは、拘束力がなくても交渉のスピ

ードを上げると考えます。金額、条件については、各利用機会の単価を決めるより、金額が

少なくても、レベニューシェア的配分処理のほうが合理的ではないかと私は考えます。それ

からリクープ、つまり利益が出始めた後の利益配分という考え方も合理的であろうと思いま

す。ただし、信頼できる情報開示が原則と思います。 

それから、流通における配分ですけれども、前述した関係団体・個人において、未来形と

してはレベニューシェアの比率配分、リクープ後の比率配分方式が合理的ではないかと繰り

返しておきます。放送局と製作会社間の配分で５０％・５０％という配分は、必ずしも合理

的とは言えないと考えています。原則はあっても、ケース・バイ・ケースの比例配分が望ま

しいと思います。手数料、実費は、情報開示に基づくこと。 

危機管理については、海賊版、不法ダウンロード、不法配信、無断使用などの行為につい

て、一次使用については放送局が、放送権終了後は管理する者（窓口権保有者）が対応して

いくということで、これはパーフェクトにはできないと思いますが、一応、前提としてはそ

ういうものがあると思います。著作権に関しては、著作権者の判断を含めて権利処理担当が

対応することになるというのがいいのではないか。 

それから、合理的製作未来方式。製作に当たっては、製作費、報酬等、できる限り透明で

あることが望まれる。それが未来的流通展開の基本情報になるということです。私自身は、

個人情報に関係なければ透明公開にしてもいいという基本的な考え方を持っています。製作

会社も、そうした未来的経済感覚を持つべきで、いつまでも暫定的見積もり、あいまいな製

作費明細・決算では未来的産業にならないと思っております。映画の製作委員会方式は、

近、こうした透明予算・決算が実行されるようになりました。その結果、資金の流れ、配分

も含めて数値が明快になってきています。それゆえ、安心して資金の投入もなされるという

ことが起きておりまして、信頼に基づいた継続的出資が可能になり始めたということもござ

います。それは放送界も、やや参考にすべきではないか。放送製作全体の資金の流れがもう

少しわかりやすくならないか。スポンサーの費用はおおむねどう展開されているのか。これ
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は先ほどトライアルでスポンサーが出すことも考えるということの時代を想定すれば、少し

は新しく考える必要があるかもしれませんということです。放送局・製作会社間の製作費は

どう決定されるべきなのか、製作会社の営業費はどう設定されるべきなのか。赤字は本当に

全額製作会社の負担なのか。製作各費用に合理的モデルが想定されないか。間接費（事務所、

保険、製作管理費等）はどう反映されるべきか。 

英国の場合、認められた企画については企画準備費用が払われます。１２カ月以内に本採

用か否かが決定されることになります。製作が始まれば、各段階で製作費が銀行口座に振り

込まれ、双方が管理をするという形になっております。納品時には、放送局から口座に 低

８０％が支払われるという状態です。必要な追加経費は、申請が正当であれば、追加で振り

込まれる。予算が余れば、放送局・製作会社が５０％分ける。これはＢＢＣのタームプレー

トに書かれていますね。日本は納品時点ではほとんど支払いはゼロ。ほとんどと書きました

が、仮に半分ぐらい出ることはなくもありませんが、ほとんどゼロです。キャッシュフロー

のリスクは製作会社である。赤字は製作会社負担である。完成までは、ほとんどが製作会社

の資金繰りで製作されている。リスクテークもしている。二次利用で配分が５０％・５０％

であることが必ずしも正当ではないという論拠の１つでもあると考えます。 

ＢＢＣ１００％出資の場合は、製作費（production cost）に比例する営業費（production fee）

のモデル基準があり、営業費は直接製作会社に振り込まれる。だから、製作費は銀行口座に

入って両方で見るんですね。営業費は製作会社に振り込まれる。透明で合理的費用の流れと

いえます。投資も受けやすい透明性である。この透明性を日本の製作会社、放送局がともに

参考とするのは、未来的に意味があると考えます。 

６番、「海外での放送コンテンツの製作と流通」について。流通に関連する製作の機会で、

アメリカ、フランス、イギリスを未来的に有効な参考例として紹介します。既にされていま

すけれども、もう一度確認します。韓国、ＥＵの例も非常に重要ですが、既に報告されてい

るので、ここでは割愛します。 

アメリカのケース。アメリカでは、１９７０年のＦＣＣによるフィンシンルールは、テレ

ビ番組市場における三大ネットワークの独占的影響力を抑制し、テレビ番組の供給に多様性

と競争を導入することを目的とした。フィンシンルールは２つのルールからなり、ファイナ

ンシャルインタレストルールは、ネットワークが番組製作事業者の製作する番組の所有権を

取得することを禁止した。シンジケーションルールは、放送局の地方局への番組販売を禁止、

ネットワークが販売するときはシンジケーターに委託することが義務づけられたということ

です。製作・配給をネットワークが独占することを抑制したものである。プライムタイムア

クセスルールは、三大ネットワークの独占的影響力を抑制し、ローカルが独自性を獲得し、

維持することを目的とし、独立番組製作事業者の育成やテレビ番組の多様性を確保しようと
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した。 

このルールは、ニクソン政権下の決定であり、賛否両論の中、ＦＣＣにより実行されたと

いうことです。この考えは、別にフィンシンルールだけではなくて、反トラスト法という中

でも１９７０年代後半に三大ネットワークはフィンシンルールと同様の内容を持つ同意判決

を結んでいます。 

フィンシンルールが放送コンテンツの製作機会を、製作会社、独立局に大きく広げたこと

は否定できない変化だったと言えます。系列優遇、番組囲い込みも強く抑制されたというこ

とです。 

その一方で、ハリウッドのスタジオ――ディズニー、バイアコム、タイムワーナーなどは

特に有名ですが――などは、映画を含め他の映像産業へ積極的に進出し、国際的競争力を強

め、後年、ネットワークを買収するほどの成長映像産業になる。 

プライムタイムアクセスルールは、独立放送局がシンジケーション市場から番組を購入す

るようになり、形骸化した。つまり、独立放送局の非常に自主的だということはあまり実現

されなかったということですね、結果的には。フィンシンルール、プライムタイムアクセス

ルールでは、番組の多様性は促進されなかったが、その後のケーブルテレビの台頭で、番組

の多様性はＰＢＳや、ケーブルや、衛星を含めた形で確保されるようになった。これは多分、

１９７０年のときには考えられていない流れだったと思いますが、そのため１９９１年から、

１９７０年代のルールは使命を果たしたとして規制緩和されました。１９９３年に、２年後

完全撤廃を決定し、１９９５年に１年の猶予つきで廃止決定。１９９６年７月に廃止という

停止を迎えます。 

今も、その賛否は議論されていますが、製作・流通については、ある画期的変革がなされ

たということは言えます。しかし、シンジケーションを含めた強力な流通市場、巨大な資本

力を持つスタジオ、これは主にハリウッドですね、さらに通信系を含めたコングロマリット

メディアの登場という、日本の参考レベルを超えた流通市場が動いており、日本の未来的流

通構想の中で連携の可能性があるかなど、研究課題とするレベルであるというのが実情かと

考えております。 

フランスのケース。フランスは、放送局の全収入の５.５％は製作用基金としてＣＮＣに支

払われ、企画審査を通過した製作会社は、そこから放送局で製作した総製作分数によってそ

の資金が配分され、製作費に使用できる分担金を受託できるという映像産業内の資金サイク

ルシステムです。 

その分担金を放送局に納める番組の製作費の一部をして使用することになります。通常、

総製作費の３０％から５０％は、ですからＣＮＣからもらったお金で製作会社が作っていく

ということ。その分担金があるゆえに、製作会社は二次利用の権利を確保することができま
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す。流通によってさらなる収益を得ることができるシステムです。製作会社にとっては、流

通や、共同製作、プリセールに積極的に動くインセンティブになっているということです。

電波から生じる収入は、放送局が独占するものではなく、製作者にも還元され、そこから放

送局と製作会社のイコールパートナーとしての契約がなされるようになるというフランス独

特の哲学と考えられます。 

放送局は、たとえＣＮＣに支払っても、番組の製作費は全額負担する必要がないのだから、

実際にはその分の３０％の製作費削減となるだけで、実質的収支にそう影響がないのだろう

と考えられます。製作会社が放送局とイコールパートナーとして存立できる環境をつくった

といえます。放送と流通における革新的システムです。 

ＣＮＣは、フランスの映画・テレビ製作事業者の国際流通の海外への販促も補助していま

して、見本市ＭＩＰＴＶ、ＭＩＰＣＯＭのカンヌでの開催の協力をし、東京ショーケースの

――３月でしたかね、いつもいらっしゃるのですが、開催にも寄与し、国際的コンテンツビ

ジネスを活性化させている。ＴＶＦＩ（TV France International）はフランスのおよそ１５０

社からなるテレビ番組製作社連盟で、フランス製作会社の唯一のプロモーターと自認してい

ますが、ＴＶＦＬのマルチメディア戦略としてウエブサイトＢＤＩがあって、これは１９５

カ国、３,５６０の会社と連携し、１万３,６９５カ所からのアクセスがあったというリポー

トがあります。２万２,０００のフランスの番組について、タイトル、画像、シノプシス、テ

クニカル情報、放送権を販売する会社の担当者名が検索できるという状態で、１,７６０番組

のトレイラー（予告）にアクセスできる。３０万ページあり、６０カ国からの毎月２万アク

セスがあるということです。登録メンバーだけがアクセスできるということで、日本の参考

になる未来形のデータベースではないかと思います。 

それから、ＭＩＰの中ではＭＩＰＪＵＮＩＯＲもデータベースを活用したデータブースを

つくり、強大な会場でなくても試写ができ、情報交換ができる流通を図っていましたし、デ

ータベースが継続的に活用できるので、見本市に加えて有効な未来的流通市場になるだろう

と思います。フランスの放送コンテンツ輸出市場は、約２００億円という状態だそうです。 

イギリスのケース。ＢＢＣはバート元会長のもと、「Extending Choice」にてＢＢＣの資産

活用の方針を示し、同時に、製作会社の権利を重要な資金源と認めました。「独立製作会社が

このような権利を十分に活用して公正な報酬を得ることをＢＢＣは補償する」と明言しまし

た。この放送哲学が、新しいchoiceの中心概念であったわけです。 

製作会社へは、厳正な放送内容を求めるが、製作費については公正な判断をし、放送局予

算と製作会社予算の明細は、施設・機材を含めて同額と称して公明性を明示しています。 

イギリスは、ＢＢＣやＩＴＶとＰＡＣＴとの協約で製作会社が報道系を除く総番組の２

５％以上を製作することとしましたが、２００７年段階でこのパーセンテージはさらに拡大
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され、ＢＢＣは５０％以上、ＩＴＶも５０％規模、チャンネル４は８５％規模を製作会社が

製作しているという状態です。 

ＢＢＣとの契約については、１００％出資と７０％出資の２案の選択性がありました。そ

れを選択するのは、放送局ではなく製作会社がするということだそうです。１００％出資（Ｂ

ＢＣ出資委託）は、ＢＢＣが責任をもって出資を行う。ＢＢＣが流通の権利を有し、製作会

社に配分するということで、１００％出資でもＢＢＣ７対製作会社３という出資はあるが、

二次利用権は製作会社は持たないという形になります。７０％ＢＢＣ出資の場合は、ＢＢＣ

ライセンス出資といいまして、第一次放送権とヨーロッパケーブル権以外の利用権は製作会

社が有することになります。 

現状では、ＢＢＣ出資委託の契約が多い、つまり１００％出資のほうが多いと聞きますけ

れども、世界の英国圏やＥＵでの市場展開がプリセールなどでできたとき及び共同製作のと

きはライセンス委託、つまり７０％で委託が選択されると聞きます。 

イギリスでは、電気通信、放送関連の統合規制機関であるOfcomが２００４年に定めた放

送局（地上局）から独立番組製作プロダクションへの番組製作委託契約に関するガイドライ

ンがあり、このガイドラインで放送局の優先的地位の濫用を防ぎ、独立プロダクションにお

けるＤＶＤ化や番組販売といった番組二次利用ビジネスチャンスの拡大を図った。放送局及

び他社に対する権利販売が明文化されていない限り、製作した番組の著作権はプロダクショ

ンにあるとした。 初に放送回数、放送期間が厳密に定められる。重要なのは以下のガイド

であるということで、「放送権と交渉と副次的利用権（番組販売権やパッケージ化権等）の交

渉とは別途に行うものである。――これは非常に重要ですね――放送権の価格については、

その他の権利とは別途行うものとするが、独立プロダクション側が希望するのであればその

他の権利とまとめて交渉してもよい。放送局からの抱き合わせの提案は行うべきではない」。

これは非常に重要な一文ですね。この１項が日本でも今、 も重要である。そして、「費用算

出の透明性については、放送局は放送権買取価格の算出根拠リストを作成すること。これは

放送局の独立プロダクションに対する不当な放送権価格の値引きを防ぐ目的がある」として

あります。これは、あくまでもイギリスのケースでありますが、放送局と製作会社に対し厳

正なガイドラインが指示されたということです。資料がどこから出ているかを一応書いてお

きました。 

イギリスの放送コンテンツ輸出規模は、４００億円規模と概算されます。 

近年、新市場の増大と通信系市場の発展で放送番組を配信する必要があるとされ、海外販

売、配信を前提とする事前権利クリアが期待されるケースが増大しているという。それが３

６０゜番組への期待となります。 

配信について、今年、製作者サイド（ＰＡＣＴ）とＢＢＣ間で今年６月５日ですが、チャ
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ンネル４間とは６月８日に合意協定が発表された。ＢＢＣ視聴者は、現在放送中の番組を

iplayer systemでダウンロードして７日間視聴できるという形になります。製作会社は商業的

ＯＮ ＤＥＭＡＮＤで製作会社が自由に 初の利用権を持つ。チャンネル４には３０日間の

ブロードバンド、モバイル、ケーブルの独占的利用権が与えられ、その権利の配分が有料・

無料配信にかかわらず製作会社に支払われるという。新しい実験的合意だが、進歩的合意に

聞こえる。 

イギリスのメディア政策は、Ofcomが通信を含めた新しい方針を検討中である。まず、そ

こには放送・通信の哲学があるという感じがいたします。放送のあり方、利用のあり方、放

送内容の検証、製作者の権利検証があり、人事に厳密で、そこから経済性を含めた新しい放

送システムを繰り返し確立していく点、日本の放送行政の理念、放送局の理念、製作会社の

理念を構想するに当たって参考になると考えます。経済的市場も、日本にとって理解しやす

い規模の市場であるということで、課題は皆無とは言えないが、日本にとっても未来形の重

要な参考になると考えます。 

結論といたしましては、以上、日本の流通の現状、流通の未来形、各国の製作と流通にか

かわる歴史的・未来的システムをできる限り客観的に報告したつもりでございます。 

上記の国は、製作、配給、放送、配信についてそれぞれの哲学、政策を示しています。日

本がこの国々と同一の哲学、政策を持つ必要はないと私も考えておりますが、やはり何かし

らの放送の哲学、流通のための独自の新構想が生まれてしかるべき時代ではないかと考えま

す。製作会社が安心してリスク少なく、多様な番組を立案・製作し、流通のインセンティブ

を持って推進し、海外流通を促進し、新しい配信を含めた未来形の流通発想をしていく時代

であってほしいと製作者の私は思っております。 

ということでございます。ちょうど時間が３０分ぐらいだと思いますので、これを報告と

させていただきます。 

【村井主査】 どうもありがとうございました。 

それでは、引き続きまして小塚先生から、「ルール面から見たマルチユースの促進策」とい

うことでご説明をお願いいたします。 

【小塚オブザーバー】 上智大学の小塚でございます。よろしくお願いいたします。 

今、重延会長のお話がぴったり時間に終わったのを拝見しまして、放送関係者というのは

かくも時間に厳しいものかと改めて感じた次第でございます。 

私のほうは、非常に時間にルーズなものですから、きのう、ばたばたと資料をつくりまし

たら、題名をつけるのも忘れておりましたが、私は大学で法律を教えておりますので、そう

いう意味で言えば、「法律専門家の立場から見た放送番組のマルチユース」と、こういうこと

になろうかと思います。 
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この問題は、実はちょっと今日も気乗りがしないところがありまして、なぜかといいます

と、いつもよくわからない。英語で格好よく言うとpuzzleという印象を持つのですね。何か

問題はある。問題はあるのですけれども、何をどうしたらクリアに解けるのかということが

よくわからない。別のところで、やはり同じような研究会を回したこともありまして、ここ

にいらっしゃる方の中の何人かの方にもお話を伺ったりしました。その節はどうもありがと

うございました。ですが、そのときも、同じような印象を受けたわけです。 

これは、整理して言うとこういうことだろうと思います。つまり、「デジタル・コンテンツ

の流通の促進」といって検討会が設けられるということは、コンテンツ流通が促進されなけ

ればならない。つまり、今現在の状態は不十分であると、こういう現状認識があるというこ

となのだと思います。 

コンテンツの流通というのは、経済取引の問題ですから、それが不十分だということにな

ると、これはどこかにその経済的インセンティブが欠けている。平たく言えば、要するにそ

れでもうかる仕組みがないということです。市場経済を前提にすれば、もうかる仕組みは、

市場における競争で出てくるはずですから、つまりどこかで競争が不十分だということに、

多分、なるのであろう。 

ところが、他方で、日本の放送業界、特にテレビ放送の業界を見ますと、ＮＨＫ、民放を

合わせて東京ならば７チャンネルあるわけですね。地方でも６、少ないところでも５チャン

ネルはあるということで、世界的に見てもやや珍しい部類に属するのではないか。隣の中国

のように、何十チャンネルとあるところもあるにはありますけれども。そうすると、むしろ

テレビ業界は過当競争ではないかというようなことも言われているぐらいで、どうも先ほど

の競争が不十分であるというところとうまく結びついてこない。そういうことで、いつもキ

ツネにつままれたようになって終わるということです。 

そこで、ちょっと広い視野で物を見てみようと思いまして、それでは放送取引ということ

で競争とは一体どこにあるのか、ずっと上流から下流までとりあえず概観をしてみよう。そ

の中に、 近の何回分かの資料等もいただいておりますので、そういうところで出てきたよ

うな、あるいは、私が日ごろ問題意識を持っているような問題をマッピングしてみようと、

こういうふうに考えてみたわけでございます。 

そういうふうに見た上で、その中で、結局、どこを動かすとどういう効果が出てくるのか

ということ、これは今日の私の十数分の中ではとても申し上げられませんが、あるいは私自

身も実は経験があるわけではありませんが、皆さんのご参考になればと、こういうことであ

ります。 

上流から申しますと、まず番組がつくられて、それでその流通経路に乗るという段階があ

るわけでございます。番組供給競争と言ってもいいわけですが、もっと具体的に言えば製作
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会社が一番の窓口である例えばテレビ局に番組を納品する、こういうことですね。ここのと

ころに、当然、市場があり、競争があるわけでございます。ここはおそらく非常に激しい競

争であろうと思います。製作会社が多数あれば、当然、その多数の製作会社の間で受注競争

といいますか、納品競争になるということであろう。 

ここのところで、重延会長のご報告にも出ていました役務委託取引というような問題、つ

まり独禁法問題、下請法問題等があり、それから個別の名称を出すのはどうかという気もし

ましたが、いわゆる「あるある事件」の報告書ですね。これは私も熟読玩味しまして、現場

が非常にいろいろな制約があり、取引条件等の問題もありということでだんだん追い詰めら

れていく。その結果、捏造に至ったという過程が克明に、まさにドキュメンタリーのように

書かれているわけであります。 

これがそうすると、競争という観点から見てそれの何が問題かといいますと、おそらく取

引条件がはっきりしないと、そこにきちんと参入しようという、そういう製作会社側のイン

センティブをそぐ結果になるのではないか。つまり、今、例えば重延会長なら重延会長の会

社が納品している。いや、しかし、自分たちならば、同じ予算でもっといい番組をつくれる

という製作会社がどんどん参入してくるというのが、まさにこの市場が機能している状態で

あるわけであります。 

そうしますと、一体予算とか条件とかということがどうなっているのかということがクリ

アになっていないと、それは、そういうところに参入するのはやめておこうということにな

っても不思議ではない。世の中に事業機会はたくさんあるわけですから、何もテレビ番組を

つくるだけがビジネスチャンスではない、こういう判断になってしまうようでは、これは日

本のコンテンツ産業、放送業界全体にとっての損失であろうということです。そこがまず第

１の市場ですね。 

次が第２の市場でありますが、今度は流通経路の中で、日本の場合ですと、事実上、キー

局ということになりますが、アメリカで言えばネットワークということになりますが、そこ

から視聴者に近いローカル局に対する番組の提供というところです。ここにも市場があり得

るわけです。私の見るところでは、アメリカなどはここの市場もかなり活発ではないか。２

つありまして、１つはローカル局のネットワーク替えがかなり起こるのですね。ということ

は、要するにネットワーク間で窓口のローカル局を取り合っているという、そういう形での

競争がある。日本はもう完全に系列化してしまって、昭和３０年代、４０年代まであったの

ですかね、ネットワークチェンジとか、あるいはクロスネットとか、そういうこともあった

と承知しておりますが、少なくとも現状では、ないということなので、ここのところは、日

本にはない市場であります。 

それからもう一つ、ネットワークに入っても、実はアメリカではＦＣＣの規則上、ローカ
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ル局がネットワークの番組を拒絶する権利が保障されております。日本にもアメリカにもあ

るのは、完全に排他的な条件にしてはいけないという規制で、これは日本の放送法にもあり

ます。それから、もちろん日本でも独禁法の適用もここにありますから、独禁法上の排他条

件つき取引の禁止もありますが、それはまあ現状の日本のネットワーク契約の程度であれば

適法であると解釈されていると言われておりまして、本当にそうなのかというのはだれも裁

判で争っていないのでわかりませんが、まあそういうふうに解釈されています。アメリカは、

それに加えて、ローカル局の側が、こういう番組はネットワークから来たけれども流さない

と言うことが、ＦＣＣの規則上、保障されているということで、その意味でも、番組供給競

争というものがあるということです。 

それから、第３の市場ですけれども、これはいわゆる広告放送方式。タイムスポットの広

告主をとって、いわゆる「無料放送」すると、こういうビジネスモデルを前提にしますと、

番組を広告市場に売るという競争が当然あり得るわけであります――あり得るというか、あ

るわけであります。ここは、ある意味では非常に激しいわけでありまして、ＮＨＫを除いて

も４ないし５チャンネルがあれば、当然、激しい市場であるように見えますが、問題は、そ

この価格、つまり広告料金ですね、これがどれぐらい弾力的なのだろうかというのが、私が

興味あるところであります。例えば視聴率の変動とか、現在でもネットワーク間で緩やかに

順位変動があるようでございますけれども、そういうことが広告料金にどれぐらい敏感には

ね返っているのか、そこがはね返っていないとなりますと、結局、それは競争としては機能

していない、市場としては不十分だということになるわけであります。 

それから、 後に視聴者との関係でのコンテンツ提供競争というものがもちろんあります。

ここは、視聴率競争という観点で見ますと、日本は非常に激しいということがよく言われる

わけでございますけれども、視聴率だけを考えていいのだろうか。 

つまり、視聴率というのはしょせん――しょせんと言っては怒られるかもしれませんが、

しょせん、やはりテレビ局相互間の競争である。しかし、問題は、視聴者がどういう行動と

そのテレビ番組を見るという行動とを選択するかということでありまして、インターネット

とか携帯ということもあるでしょうし、あるいはコンテンツに触れるという行動をとらない。

例えばスポーツクラブに行って水泳をする、そういうこととの選択もあるわけでして、そう

いう観点でここの競争をとらえないといけないということであろうと思います。 

次に、今のようにマッピングをしたとしまして、そのうちのどこかにボトルネックがある

としますと、そこをどういうふうに規制をしていくのかという問題が出てきます。ボトルネ

ックを規制する必要があるのかというのも大きな問題で、自由競争に任せておけば全部解消

する、この場合は、事実上、ボトルネックではないわけですね。仮に自由競争で解消しない

ボトルネックがあるとした場合に、どういう解消の仕方があるかということで、１つはネッ
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トワークというのが何といっても有力な流通チャンネルであるから、ここがボトルネックで

あると考えますと、そこへのアクセスを保障せよということになります。プライムタイムア

クセスルールというのは、まさにそうであろうと思いますし、外部調達規制というのも、一

見姿は違いますが、結局、そういうことなのであろうと思います。それは国によって要する

に産業構造が違うためにこういうあらわれ方をしてくる。 

ちなみに、アメリカの――私も法律の専門家ですが、メディアの専門家ではないので、き

ちんと歴史を勉強したわけではありませんが、アメリカではフィンシンルールが有名なので

すけれども、フィンシンルールよりもプライムタイムアクセスルールのほうが本質だったの

ではないかと私は思っています。プライムタイムへのアクセスがボトルネック規制であって、

それを骨抜きにしないためにフィンシンルールというものがあったという、そういう、少な

くとも理論的にはそういう位置づけではないか（政治的な議論がどう動いたかは別にして）、

と思っております。 

逆の場合もあります。コンテンツが大きなボトルネックになっているという場合。これは

例えばオリンピック番組とか、あるいはワールドカップの中継などはむしろそうであって、

放送事業者、特に日本の放送事業者は、事実上、何といいますか、弱い立場でもって皆さん

で隊列を組んで頭を下げて売ってくださいと、幾ら出すのですかなんていうふうに言われて

いるというのが現状ではないかと思います。そういう側面もあるわけです。この場合は、例

えばマルチユースといっても、要するに先方からの条件でそんなものは翌日インターネット

に出してはいけないと、ここをクリアするのはおそらく大変で、それだけの交渉力を日本の

テレビ局が持てば、それは立派なものだと思います。現状ではそうではないと私は伺ってお

ります。 

それから、先ほどの広告市場の競争性ということから言いますと、広告代理店というもの

もボトルネックであり得るわけですね。これもよく知られているように、日本の広告代理店

は典型的な寡占市場でありまして、特に寡占の中でも、いわゆるガリバー型という第１位の

ところが非常に大きいという構造をしておりまして、そこのところをどう考えるかという問

題もあるわけであります。 

さて、そういうことで、この市場における競争というものについて、いろいろ問題の所在

を把握して、そこに法規制をかけていくかどうかという判断をするわけですが、その前提と

して、そもそもそういうことを何のためにするのか。それはもちろん競争の促進ということ

である。何のため、あるいはどういう形で競争を促進するのか、このあたりがどうもはっき

りしないというのが、そのpuzzleの１つの原因であるように私は思うわけであります。 

それは、１つの考え方は、いやコンテンツは十分に今出ているのであって、それが何らか

の、どこかがいわば導管が詰まっているために動かない、塩漬けになっているという、そう
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いう問題だという認識の方もいらっしゃいます。そうだとすると、むしろそこがスムーズに

動くような仕掛けが必要だということになるわけです。 初、私は「流動化」と書こうとし

たのですが、「流動化」と書くと、何かいわゆる映画ファンドなどを証券化するような話と誤

解されるといけないので、「流動性向上」と書いておきました。 

もう一つは、そうではなくて、そもそもマルチユースで流通させるようなコンテンツが十

分に出てきていない。もっと言えば、このビジネスのどこかに参入しようという意欲を失わ

せるところがあって、そのためにそこに十分なインプットがなされていない、そういうこと

でもあり得るように思います。こちらのほうが問題です。 

というのは、これは要するに今現在足りないものをもっとつくり出さなければいけないと、

こういうことですから、仕事としては大変ですし、逆に国民経済的に言えば、そこのほうが

より重要だということになります。 

その関係で、日本の放送法は第１条に国民に 大限に普及するというのが、これはＮＨＫ

だけではなくて放送事業者全体の、あるいは放送制度全体の目標としてあるようですが、こ

の意味でございますね、これをちょっと考え直す必要があるのかなと。これは何となく行政

のほうを向いて言ってしまいますが、国民に 大限に普及するというのは、要するに国民の

ほとんどの人、あるいは、すべての人が放送を受信することができるという意味でよいのか。

今まではそうであったかもしれませんが、今後、そうでよいのか。それとも、そこには国民

のそれぞれがそれぞれのニーズを持っている、欲求を持っている。国民のニーズは多様です

から、そうすると、その多様なニーズを多様に満たすというところまでこの放送法１条が言

っているのか、あるいはそう考えていくべきではないのかということであります。いわゆる

ロングテール問題ということになります。 

それから、私がこういう話をしていますと、時々、法律の中でも憲法とか行政法の先生に

おしかりを受けるのは、やっぱりメディアというのは公益的・公共的なものなので、そう金

の論理ばかりで物を言うなと。私は商法専門にしていますから、どうしても金の論理で物を

言うわけですが、その関係で、ちょっとちょうだいした資料の中で、予期はしていたのです

が、やっぱりショックを受けたこの一言ですね、「事業収益性の低いニュース番組」も日本の

放送事業者は努力して頑張って全国ネットで流しているのだということなのですが、やはり

そうなのんでしょうかということですね。 

前にお手伝いした総務省の「デジタル化時代の放送制度のあり方に関する調査研究委員会」

の海外調査で私はアメリカに行かせていただいて、事務局がどうしてもＦＣＣとか業界団体

との会合をセッティングするので、私は、それもいいけれども、ぜひ放送局へ行きましょう、

特にローカル局へ行きましょうよと言って、かなり事務方にご迷惑をおかけしまして、ワシ

ントンＤ.Ｃ．郊外のローカル局まで行ったのですけれども、そこで聞いた話は、ニュースと、



 

-22-

それから交通情報、天気予報は、やっぱり一番の収益源だと言うんですね。まさにそこでビ

ジネスになる。そこは、しかもローカル局の強みなのです。ネットワークから流れてくるも

のではない。考えてみたら、それは我々の基本的な必要とする情報ですから、したがって、

そこにビジネスチャンスがある。そこをビジネスチャンスとしてではなくて、事業収益性が

低いけれども頑張ってやっているのだというふうに言われてしまうと、やっぱりちょっとが

っかりするところがあるわけであります。 

そういうことで、提言というのは、何も大それたことではありません。差し当たり私の思

いついたことということですが、１つは、政策目標としてどういうコンテンツの流通を理想

として描いて、それを促すように努力していくのかということをもうちょっとはっきりした

ほうがいいのではないか。 

例えば、今日の 初にご案内のありました「コンテンツの公募」というのですか、トライ

アル、立派なことだと思います。立派なことだと思いますが、そこで例えばゴールデンアワ

ーで視聴率十数％かせげるような、そういうものを掘り出せないかという視点で見るのも１

つですが、本当にそうなのか。そうではなくて、先ほどちょっと申し上げましたロングテー

ルで、ニッチのように見えるかもしれないけれども、そういう多様なニーズにはまるよう、

多様な番組がたくさん出てくるということをむしろ理想と見るのか。それがビジネスとして

きちんと回るサイクルを確立するのが 終政策目標ではないのかということも考えてみてよ

ろしいのではないかと思います。 

その関係で、今日、消費者団体の方もいらっしゃるようですので、法制度の議論をすると

きに、同時に消費者行動の実験をやるとおもしろいと思うのです。日本ではあまりやりませ

んが、アメリカなどの法律学者はすぐに経済学者とか心理学者と組んで実験をします。これ

は、何もそんなに大それた話ではないのでして、例えば仮想的に幾ら予算があります、この

予算を何に使いますか、この番組を買うのに使いますか、その場合には番組には値段をつけ

るわけですね、それとも、例えば海外旅行に行きますか、それから、先ほど申しましたスポ

ーツクラブに行きますか、そういうようなことを実験室の中で実験する。心理学の先生にき

ちんと組んでいただければ、そんなに大それたことではなくできるはずでありまして、そう

いう実験をしてみて、こういうコンテンツは経済価値としてどれくらいあるのだということ

を把握するということが大事ではないでしょうかということです。 

大事ではないでしょうかと言う前に、勝手に消費者団体のほうでそういう実験をされたっ

ていいわけですよね。せっかく、こういう例えばトライアルの指標ができるというのでした

ら、そういうのに合わせて心理学の先生にお願いして、学生などをアルバイトに動員してや

ることはできるのではないか。もっとそういうことが制度論の前にあると、非常に議論が豊

かになるのではないかと思った次第でございます。 
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以上でございます。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

それでは、質疑に移ります。まず、私から何人かの方をご指名をさせていただいて、それ

からまたご自由にご発言を順番にいただきたいと思います。では河村委員、お願いします。 

【河村委員】 河村です。重延オブザーバーと上智大学の小塚オブザーバーのお話、ある意味で

は、大変私の中で疑問だったことがクリアになったとも言えるんですけれども、先ほど、一

番 初に小塚先生がpuzzleとおっしゃったこと、まさに私がずっとここで感じていることで

ございまして、おそらく「わからない、わからない」と皆さんがおっしゃること自体が私は

わからないんですね。多分、はっきりおっしゃられるはずなのに、なぜおっしゃらないとい

うところにずっと私などから見ると、このようなそうそうたる方々が時間をかけて何でもっ

と核心に触れないのであろうかと思うようなところがございます。でも、あまりこういうこ

とは言ってもしようがないのかもしれませんが。 

それで、ますます何を言えばいいのかわからないんですけれども、重延会長のおっしゃっ

たこと、私はとても感銘を受けたわけなんですけれども、「未来型３６０°マルチユース」、

こういう哲学だと聞くと、本当にわかりやすかったのですが、やはり私が聞きたいのは、そ

うなること、つまり、今そうでないからそんなふうにおっしゃっているわけで、今そうでな

いのはなぜなのかというところをやはり実は一番先に知りたいというところでした。 

これはあまりにも漠然とした質問ですので、ちょっと長い資料なので、私も全部を把握し

ていませんけれども、著作権者が主体的にいろいろな権利を持って当然のことながらマルチ

ユースをしていくということを何度かにわたっておっしゃったと思うのですが、以前のこの

会議でフジテレビの方からの発表の中に、番組製作を委託した場合には著作権を製作会社に

渡していると。何か例外なく渡しているというような表になっていたかのように思うのです

ね。そこのところがそうであるにもかかわらず、できない、著作権者が主体になれないとい

うところには、どういう理由があるのか。これも漠然としているのかもしれませんけれども、

教えていただきたいと思います。 

【村井主査】 今のご発現はご質問だったと思うので、重延さん、小塚先生、お答えいただけま

すか。 

【重延オブザーバー】 ３６０゜というので、なぜそうではないかという一番明快なのは、歴史

的にそういう市場がなかったというところから放送は始まっていると思うんですね。ですか

ら、歴史的にそういう市場がなかったところから、１９８０年ぐらいから市場が広がってき

たわけでありまして、それまでは日本ではもう放送だけで完結しておりましたので、そうい

う関係で考えてはいなかった。ですから、新しく市場が広げられるたびにこういうことをし

なければいけないということを１つ１つやっているということで、それは放送局もそうでし



 

-24-

ょうし、製作会社もそうでありますし、各著作権団体もそうであろうと思うんです。その１

つ１つの方法にとって、市場もすばらしいスピードで変わっていますので、どれが一番ふさ

わしいということをだれも決められず、決めることが逆に対応できなくなるかもしれないと

いう状態で進んでいることは間違いないと思います。 

今おっしゃった中で著作権者がなぜ主体的に持てないかということに関してですけれども、

まず、それをすべてクリアするためには、資金が要るわけですね。まず権利をすべてクリア

するということには資金が要るということで、流通の前にそれが要りますので、その資金は

あまりなかったという状態で、放送局にもあまりないと思いますし、製作会社もなかったか

ら、オールクリアはなかなかできなかった。とすると、著作権者にとって簡単に権利を動か

すことを与えることも心配であったりと、そういうような論議で、なかなか答えが出ません。

具体的に幾らという具体的に数字がない限りは動かないんですね。 

そういう意味で、今、市場が広がっていたところで、今これから行うべきことは、やはり

具体的にどうある形がいいのかをやっていかなければいけないということで、私が言ってい

るのはモデルケースを出しませんかという１点と、これは原則でいいわけですから、モデル

ケースがあるとスピードが上がります。それを著作権者、著作隣接権者、あるいは権利団体

者、そして製作会社も放送局も１回考えてみませんかと。モデルケースをつくりませんか。 

それから、 初からすべてを払うというときに、それは資金が全体にございませんので、

先ほど言ったレベニューシェア、それからリクープ後のシェア、そういうぐあいに変えてい

くことで作っていくべきではないか。そのときに、必ず起きてくるのは、それだけの労力は

ないという意見が出ます。それは、私は前に言ったとおり、コンテンツを流通しなくてもい

いというコンテンツがあるんですね。それは捨てましょうと。はっきり言ってお互いの合意

で。コンテンツ流通のあるものに関して限定して、やはりエネルギーをかけていく、そうい

うモデルケースができれば時間は上がると思いますので、そういうことが今始まっていると

いうことで、これからはきっともっとモデルケースをもって進められると思いますし、権利

者団体のご意見を聞くと、別にそれを抑制しているわけではなくて、権利者団体も新しい形

の二次利用の方法があれば考えたいというぐあいに次第に変わってきているような気がいた

しますので、もう少しお時間をいただきたいというところでございます。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

高橋委員、お願いいたします。 

【高橋委員】 重延さんとは内閣府の知財戦略本部のほうでもご一緒なものですから、いろいろ

教えていただくことが多かったのですけれども、今日も、レジュメを読ませていただきまし

て、非常に重要だと思えるポイントを３つ、感想として申し上げたいと思います。 

１つ目は、流通の主体をどこが持つかについて、著作権者が主体ではないかというご提案
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があること。それから、２つ目は、流通意欲のある者が流通すること、流通能力を高めるこ

と、そして、流通実績を上げていくこと。このあたり、非常に重要だと思いました。そして、

３点目に、危機管理のところで挙げておられましたけれども、一次使用については放送局が、

放送権終了後は管理する者が対応していくと。著作権に関しては著作権者の判断を含めて権

利処理担当が対応すると。非常に重要なポイントだと思っております。 

内閣府の知財戦略本部の会議でも、これまで例えば、今、河村さんからお話がありました

フジテレビのお話ですけれども、ＡＴＰ契約においては製作費用すべて放送局が負担する場

合であっても、著作権を当該製作会社に帰属させていると、このような原則にとって取り扱

いを今後さらに周知徹底すべきではないかというふうな意見がありました。それから、放送

番組のうち番組製作会社が著作権を持つものについては、当該製作会社が実質的に流通をコ

ントロールする取り組みを促進すべきではないかという意見がありましたけれども、ここの

会議でも、このあたりを中心に今後お話を展開していけるとありがたいと思っております。 

それで、重延さんにご質問なんですけれども、今までも窓口業務、権利処理について、随

分ここの会議の中でやりとりしてきたんですけれども、１つは権利処理に関しては放送局さ

んは製作会社から頼まれるので放送事業者が権利処理業務を行うということだということな

んですが、本当に製作会社はみんな、放送会社に頼んでいるのだろうか。このところは事実

関係としてぜひ知りたいと思います。 

それから、製作者に窓口管理業務を行うことは無理だと。製作者がこういう業務をすると、

かえってコンテンツが死蔵するのではないかという意見もお聞きしたように思うんですけれ

ども、ここについてもどのようなご見解をお持ちなのか、実態に即して教えていただけると

ありがたいです。よろしくお願いいたします。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

それでは、重延さん、お願いいたします。 

【重延オブザーバー】 これはいろいろなケースがございまして、放送局にもたくさんの放送局

がございまして、製作会社にもたくさんの製作会社がありまして、個々違うと思います。 

フジテレビさんの報告があって、それはきちっとしている。フジテレビさんはよくやって

いると思いますよ、僕。でも、フジテレビさんが代表選手ではっきり言ってほかの放送局が

フジテレビさんと同じような形ということはないと、これははっきり言えます。私も契約書

で全部見ましたけれども、大体、満足できる契約書は５０％。で、５０％は不満足でも契約

して製作したいという、中身は申しませんが、そういう感覚で進んでおります。 

放送局に委託を頼むということは、もう全く構わないんです。著作権者がそう思えばいい

んですね。ただ、日本には残念ながら配給業者がいなくて、ほかの国にはシンジケーション、

それから代理店（エージェンシー）、たくさんあるんですね。そこに委託するケースが多いん
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ですけれども、先ほど申したとおり、市場があまりなかったもので、そういう配給業者とい

うものがいないので、そうすると、自分でやるか、放送局がやるか。製作会社によっては、

もう製作で手いっぱいというところがございますし、国際経験も必要ですし、海外で仕事を

するにはお金もかかりますので、できないというのが実態かと思います。それは、やっぱり

できるだけよくしていきたいんですけれども、では放送局に頼んだほうがいいと考える方は

いると思います。実際にいると思います。その場合は、いいんじゃないんですかというぐら

いに思います。ただ、契約書の中には、これは放送局によってはですけれども、一次放送が

終了後も、二次的な利用に関しては、その放送局がやるんだと契約を結ぶときにおっしゃる

ところがなくはないんですね。それはやっぱりお断りするように私はしていますけれども、

ほかがちょっとどうしているかはわかりませんけれども、基本的にはお断りするということ

です。 

ただ、私の今の中では、私も非常に製作者として忙しくて、つい製作したいものですから、

こういうことならどうだろうという仮の提案をしたことがございます。では、放送終了後１

年間お渡ししますから、きちっと流通してください、つまり流通したいんですねと意識の確

認をするんですね。すると、そうだと言う。死蔵じゃないですよね、そうだとおっしゃるの

で、だったらこの１年間どういうぐあいによそに売ろうとしたか、そのリポートをください

と。で、それをしなかった場合と売れなかった場合は、１年後に戻してください、仮にどう

でしょうと、こういう提案をしてみています。あまりきちっとお答えをいただいたところは

ないんですけれども、そういうぐあいにすべてをという考えではなくて、仮にそうしたら日

本の場合はうまくいくかどうかということをいくつか実験していくと、少しずつ答えが見え

てくるかなと思います。早く配給業者ができるような市場になればうれしいと思いますし、

製作会社が力を持てるような時代になればうれしい、こう思っている段階です。 

【高橋委員】 ありがとうございました。 

非常にクリアに私自身の頭の中が整理できたように思います。放送事業者さんも製作者側

もさまざまな方がいらして、ここで主に発言されていらっしゃる方はマルチユースに非常に

積極的な放送事業者さんであり、私が取材とかいろいろでお目にかかる製作者さんは、やは

りマルチユースに非常に積極的で、自分たちで何とかしようと思っている方々です。多分、

このマルチユースに前向きな放送事業者さんとマルチユースに非常に前向きな製作者さんが

出会うと、競争が働いて非常にいいものができると思うんですけれども、今の状況は、死蔵

させてしまいがちな放送事業者さんと力の弱い製作者さんが一緒になるために悲劇が起きて

きて、それが活性化しない理由の１つになっているのかと感じました。 

それから、配給会社というご提案もまさにそのとおりで、ここでも流通が担える人たちが

いろいろ今までもヒアリング等々でご意見を述べていただきました。何かお話を伺って未来
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が見えてきたような気がします。ありがとうございました。 

【村井主査】 ありがとうございました。 

それでは、椎名委員、お願いいたします。 

【椎名委員】 基本的にマルチユースを前提にして放送番組が製作されるということで、二次的

な対価を得るチャンスが増えることは非常にうれしいことであって、レベニューシェアであ

るとか、リクープ後のシェアであるとか、いろいろ権利処理のアイデアもご紹介いただいた

のですが、まず、やはり、パイの大きさを上げていくことが重要なのではないかと思うんで

すね。先ほども資金的な問題があるということを指摘されたわけですけれども、そうなって

くると、それは取引市場ワーキンググループでもさんざん議論されたことなんですが、イン

ターネットでのニーズの問題がありまして、ニーズはないのではないか、あるいは、いやニ

ーズがあるからこそネット流通がバラ色なのだというところのいろいろな議論がある中で、

やはりニーズがあると踏んでいらっしゃる通信事業者さんというのがいるわけですよね。そ

うなると、放送番組をネットで流す上で、単にお金を取ってだらだら流すＶＯＤばかりでは

なくて、例えばネット上での広告モデルを含めた放送番組をネット上で流すというふうなビ

ジネスモデルの確立について、そのニーズがあると踏んでいらっしゃるＩＰ事業者さんの間

で、活発な競争が行われる必要があるのではないかと考えるんですね。 

そこで、先ほどの話に戻ってしまうのですが、その部分のその競争に前向きであるかどう

かということが、そのビジネスの主体としての当事者能力に大きく影響してくるのではない

かと思うんですね。通信事業者さんが、自分の持っているインフラを有効に使う、あるいは、

自分の得意なジャンルで考えて、その中で番組を流通させていくことにどれだけ投資をし、

どれだけ大きくしていくのかということが、やっぱりこの問題をブレークスルーする上で非

常に大きなポイントなんだなと思ってお話を伺っていました。 

以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

それでは、元橋さん、お願いいたします。 

【元橋オブザーバー】 重延さんのようなテレビ界の大先輩が未来志向で理想を語られてという

中で、私のように個人的には、私、この業界に入る前から重延さんはあこがれのプロデュー

サーでありまして、そのような方を前にして異論・反論・オブジェクションを申し上げるべ

きでは決してないのですが、ちょっと幾つか現実にそういうオペレーションをやっている立

場からコメントをさせていただきたいと思っていまして、重延さんの資料の中でも流通意欲

のある者が流通するというような、流通能力を高めること、そして流通実績を上げていくこ

とが大切であると。これは放送局も、それから製作会社にも、両方ともにかかっている、１

０ページにそういう表現がございますけれども、まさにこの部分だと思っていまして、私ど
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も、今日、実は流通の話だということで、ちょっと私どもで海外に番組を売っているカタロ

グをちょっと持ってきたのですが、これは半期に一度つくっているもので、ウエブ版でも過

去の累積も含めて全部出していますけれども、これ、今年の春のカタログで、８０ぐらいの

番組が入っていますが、海外に積極的に販売しているカタログですけれども、このうちの大

体３割強が、４割弱ぐらいが、いわゆる外部の製作会社さんと一緒につくった番組なんです。 

これは何を意味しているかというと、重延さんのところのように自社で積極的に海外展開、

海外販売をやりたいと、やるとおっしゃっているところももちろんありますし、そういうと

ころは逆に言うと私どもが出る幕はなくて、製作会社ご自身でやっていただくということが

あって、非常に大事だし、実績も上げていらっしゃると思っていますけれども、一方でまさ

に製作に注力したい、力を注いでそういう流通のところはそっちでやってよというような形

で、もちろんそこから上がった収益は一定の割合でシェアすることは契約で大前提ですけれ

ども、そういう海外マーケットへの展開とか、そういうことについては、あらかじめ契約で

私どもでその著作権処理をしたり、あるいはバイヤーを見つけて売っていくというような形

で実質的に販売が行われているという事例もございますので、大体過去にさかのぼっても３

割ぐらいの番組がそういう形でやっていますので、そういう事例があると。現実的には製作

会社の過去の実績だけにこだわって、それで未来を築かないのはよくないというのは重延さ

んのご主張で、それは全くそのとおりで、今まで実績がないから未来永劫そういうところに

は任せられないと言うほど傲慢であってはいけないと思っていますが、もちろんそれぞれが

自発的に展開していただくことは大事だと思いますけれども、例えば私どもと一緒に、放送

局と一緒にやったほうがいいんだと、あるいは放送局に任せたほうが実質的に番組がたくさ

ん売れるんだというようなこともあるということはぜひご理解をいただきたいと思います。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

それでは、井川委員、お願いいたします。 

【井川委員】 放送局がマルチユースを進めるというのは、ここで何度も申しておりますけれど

も、今述べられましたのも事業の１つの柱でありますので、私どもでも積極的にいろいろな

ことをやっております。 

それから、プロダクションの方との関係で言いますと、私どもは番組製作を委託の自主基

準をつくっておりまして、基本的に窓口のあり方については、お互いに協議しましょうとい

うふうなことをホームページ上でも公表しておりますし、その中でも、私どもは「番組の目

的外利用」という言い方をしますけれども、要するにまず第一に放送が目的ですので、目的

外利用を促進するということもうたっておりますので、そういう形でやっております。 

それから、既に実験的なコンテンツを私どもでも実際につくってみて、例えばオールライ

ツをとってＢＢＳで衛星放送をしてみるとか、地上放送してみるとか、なおかつそれを今度
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はＫＤＤＩさんが始められる新しい通信のサービスへ出してみるとか、そういうやり方をす

るコンテンツの実験的な開発も進めておりますし、新しい市場に出してみて、どういう形で

今リターンがあるのか、それから、そのときに例えば権利者の方とか製作者の方とどういう

形で契約をつくったときに我々もリクープできるのか、あるいは収益を得られるのかみたい

な実験も繰り返しておりますので、その辺をご理解していただければいいのではないかと思

います。 

【村井主査】 それでは、金光さん、お願いいたします。 

【金光オブザーバー】 重延さんからのご説明があったものに関しては、ほとんど日本国内にお

いてその流通をどうするか、放送局と製作会社がどうするかということに関する視点だとか

その考え方に関しては、もちろん細かいところを言えば切りがないですけれども、およその

考え方に関しては、極めて納得できるというか、ご説明どおりだという印象を持ちました。 

先ほど来ありましたけれども、そもそも重延さんとテレビ局との関係は、もう長い歴史が

ありますし、個人的には私はもう２０年間いろいろな話をしてきましたし、大小のいろいろ

な問題があって、そのたびに話し合いで解決してきたと。それぞれが、多分、テレビ局はか

なり妥協しているという従来の感覚があるし、ユニオンさんにはユニオンさんのほうでも妥

協しているというような解決の仕方をしながらここまで来ているのだと思います。 

ですから、それは局によって若干その対応は違いますから、先ほどフジのことをおっしゃ

ってくれましたけれども、それに関しては、それぞれのケースごとの基本的には都度契約で

すから、そこの事例の違いによってやっぱり 終的な結論も違ったりするのもしようがない

のではないかと思います。 

という中で、ですから、民民の間で話し合いをしてきたと、で、解決してきたということ

は、私も前回までの報告の中でかなり言いましたけれども、そういう意味では、今後もこう

いうレポートを受けた形でお互いに話し合っていけば、いい形で流通の促進がされるのでは

ないかと大局的には思っています。 

ただ、その中で、幾つかご報告がある中で、重延さんが英国の放送事業及び製作会社・テ

レビ局の関係に造詣が深いことは重々承知しておりますし、いろいろなレポートも拝見させ

ていただいております。 

その中で、やっぱり海外の事例をとらえて、日本よりもこういう事例があるからいいとい

うことは、よくこのフィンシンルールやプライムタイムアクセスも含めて言われるんですけ

れども、一方、我々も放送局として違った立場で海外の事例を見てきたと。これは今までも

ここのレポートで出したりしたんですけれども、例えばイギリスに関して言えば、フジテレ

ビの場合は９０年代の海外戦略をとって、海外からいかに収益を上げるかというようなこと

でいろいろなことをやった中に、ロンドンには現地法人１００％のフジテレビのプロダクシ
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ョンをつくってＢＢＣやＩＴＶ、チャンネル４にレギュラー枠をとるんだということでずっ

と作業をしてきたと。９２年にはＰＡＣＴにもフジテレビはプロダクションとしてそこの中

で参入して、加盟者としてテレビの番組をロンドン市場やヨーロッパ市場に出すんだとやっ

てきたという中の経験で言うならば、確かに製作会社さんから見ると、こういう形でわりと

イギリスの方式は非常にバラ色に見えるかもしれないのですが、非常にまずこういう契約に

至るまでの、やっぱりコミッションで利益を得るか、あるいは権利をもらえるかというとこ

ろがまず第１段階で相当にハードルが高いというのがある。 

それで、まず権利をもらうという形で契約をしたときに、おっしゃるとおりのいろいろな

放送局が製作会社に対してしてあげるということに関しては日本より進んでいる部分もある

とは思うのですが、一方、納品するに当たってのプロダクションとしての経験を言うならば、

もうさまざまな規定がされているというところで、サンプルの提出、ファーストラフカット

の提出、それから中間・ファイナルカットまでの全部の提出、それに伴って全部リジェクシ

ョンがついていると。リジェクションとは何かというと、そこでいわゆるクオリティー・セ

ンサー・シップ・コンプライアンスに違反した場合は全部返すよと。お金も払いませんよと

いうのが対でついているというような形で、それは極めてフェアな方法だとは思うんですけ

れども、日本の場合はどうかというと、そこまでガチガチにお互いしないで、いろいろなこ

とを話し合いでやってきたというところで、結果的には訴訟も起こっていないし、それはま

あ強弱の問題はあるのかもしれませんけれども、やってきたと。まあちょっと文化的な違い

ということも背景にはあるんだろうと。ですけれども、イギリスみたいにイギリスの国民で

ない日本法人の現法にまで番組を出すわけですから、そういう規定が必要だというのはアメ

リカもそうだと思うんですけれども、いろいろ事情があるにせよ、その辺のところをそのま

まとらえて日本に持ち込んでいいと言うのはどうか。そうはおっしゃっていないとは思うん

ですけれども、というのはちょっと経験上、何か今後一緒に話をさせていただきたいと思い

ます。ということで、重延さんには、今後ともいろいろとご指導等、いろいろとお願いした

いと思っています。 

それから、小塚さんのご説明に関して、ちょっとだけ話しておきたいんですけれども、非

常におもしろい視点でのご提案をいただいたと思うんですけれども、「競争促進の目的」とい

うところで放送法第１条の「国民に 大限に普及」ということもそうですし、「事業性の低い

ニュース番組」に対してとらまえていらっしゃるのもそうなんですけれども、我々の物理的

特徴である一斉同報のマスメディアにとってのロングテールとのかかわり合い方、産業とし

てのかかわり合い方は、極めて重要なメディア論をやるときの課題ですし、地上波キー局に

とってはおもしろいテーマではあると思うんですよ。 

ですから、先ほどアメリカのローカルテレビ局において事件性のあるニュースだとか天気
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予報がすごく収益性が高いとおっしゃっていましたけれども、それが日本のこの全国波のキ

ー局においての報道とそれは条件も違うし、場も違うということで一緒くたに語られるのも

いかがなものかという気がするんですけれども、ただ、大枠としては、マスメディアとロン

グテールというのは今後とも考えていきたいテーマでありますので、その辺もいいご提案を

いただいたと思っています。 

以上です。 

【村井主査】 どうもありがとうございます。 

委員の皆様からのいろいろなご意見を伺おうと思っていましたが、時間が来ましたので、

後に重延会長と、小塚先生にお話を一言いただきます。その前に、これだけは言っておき

たいという方はいらっしゃいますか。高橋委員、どうぞお願いします。 

【高橋委員】 済みません、先ほど元橋さんとか井川さんが私のほうを向いてお話しになるもの

ですから、一言お伺いしておかないといけないのかと思いましてお話しさせていただきます。 

いろいろ努力しているからわかってくださいということだと思うんです。いろいろなトラ

イアルをやっていらっしゃることもご説明ではわかるんですけれども、やはり一般国民がわ

かるようにもう少し説明を尽くしていただいて、透明性高く、こういうことをやっているん

だということもオープンにしていただけるとよろしいのではないかと思っています。 

それから、中村先生のお話をお伺いできなかったのが残念だったんですけれども、この委

員会で話し合われてトライアルが始まったわけです。そのトライアルがどんなふうに進んで

いて、春ぐらいには少し目鼻がついてくるのかなと楽しみにしているんですけれども、そこ

に関しましても、現在の状況をオープンにこの場でぜひ教えていただきたいと思っています。 

とりわけやはり気にしていますのは、放送番組のどこの枠でそういうトライアルをやって

くださるのかなというところです。そこをぜひ前向きに検討していただきたいと思っていま

す。再放送が 近、非常に多いんですけれども、再放送ではなくて、新しいもので勝負して

いただくことで放送の未来が開けて、テレビに対する一般の方々の関心が高まると思います。

期待していますので、よろしくお願いいたします。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

どうぞ。お願いします。 

【両宮オブザーバー】 冒頭で椎名委員からＫＤＤＩの実験への不参加、その理由を問われたよ

うな気がしましたので、回答だけさせていただければと思います。 

マルチユース実験には、基本的に賛成です。我々は賛成ですし、断る形ではありますけれ

ども、放送事業者様と一緒にみずからの資金でコンテンツをつくってマルチユースしている

実績もございます。 

そんな中で何で今回やらないのかという話なんですけれども、我々のほうではやるつもり
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がございました。ＩＰＴＶの軸に関しては、恥ずかしながら当社の中で不採算部門でござい

まして、予算が限られております。その中でできることはやろうと思ったのですが、スポン

サー・フィーのほうに見合わなかったと、ただそれだけの理由でございます。決してマルチ

ユース実験に反対しているというわけではなくて、賛成して協力したいのだけれども、お金

が見合わなかったので、今回、協力できなかったというだけの話でございます。 

【椎名委員】 それは全然構わないんですが、やはりこれからネット上でのビジネス競争もある

中で参加されないというのは、ある種のハンディになっていくのではないかと陰ながら心配

するのと、それを補う意味で許諾権を報酬請求権にしてくださいなんていうことは言わない

でくださいねということだけ念を押しておきたいと思います。 

【村井主査】 よろしいでしょうか。 

それでは、今度は小塚先生から、続いて重延さんに 後に一言お願いしたいと思います。お二方

にはこの委員会の様子をご覧いただけたと思いますので、このようなことをやったほうがよ

いのではとか、あるいはこのようなことを議論した方がよいのではとか、そういう意味も含

めてお願いいたします。 

【小塚オブザーバー】 ありがとうございます。大変興味深くご意見も、もちろん重延会長のプ

レゼンも拝聴いたしました。 

１つ、やや変な言い方になりますけれども、ひょっとすると日本の事業者というのは品が

いいのかもしれないという気がするのですね。つまり、やはりアメリカの事業者などは貪欲、

greedyという英語のほうが近いような、ちょっとでももうけが大きくなるようなところに突

っ込んでいくという、そういう印象を受けるのです。結局、プライムタイムアクセスルール

もフィンシンルールもなくして、それで、アメリカは今何を考えているのかというと、まさ

にそういう、ちょっとでももうかるところに行くという事業者の貪欲さがむしろ市場を拡大

し、 終的には消費者、アメリカ国民のためになるのだと、そういう信念があるのではない

かと思うのです。それは、まさに放送に対するアメリカ的哲学なのだと思うのです。 

そのあたりが、日本はそうではないのかもしれない。それは日本的美徳かもしれませんが、

もしそのためにどこかに眠っているニーズ、眠っているマーケットがあって、そして、そう

いうことが 終的に放送あるいはコンテンツというものから国民の関心をそらしていく結果

になるとしたら、それは国民にとっても、また、関係の業界にとっても決して幸せなことで

はないだろうと感じた次第であります。 

【村井主査】 どうもありがとうございます。 

それでは、重延さん、お願いいたします。 

【重延オブザーバー】 一番流通を活性化させるのは、いいコンテンツだと思います。やはり日

本は弱いと思います。流通のために物をつくるのではなくて、いいコンテンツをつくって流
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通させるということだと思います。例えばアメリカの『２４Ｈ』、あんな発想があれば、流通

だけでなく含まれて大成功している。『ＥＲ』もそうですし、『冬のソナタ』も流通のためで

はなくて、やっぱりいいものをつくって、一挙に。そのかわり、成功したら、がらっと変え

ていただきますよと。システムを。個々ではなくて新しい形にしますよとはっきり強い主張

ができやすくなります、ということが一番ではないかと思いますので、製作者の発言といた

しましては、製作者ももっと戦略を持って、情報を持ってきちっとしたいいものをつくりな

さいと、これが一番ではないかと私は思っております。 

【村井主査】 どうもありがとうございました。 

皆さんのご意見をいろいろお伺いする時間を十分とれなかったところもございますので、

ぜひ皆様のご意見を事務局にご連絡いただければと思います。 

本日、「放送コンテンツのマルチユースの促進策」ということでお二方からのご説明を中心

にいろいろな議論をいただきました。また、その前には、取引市場の実証実験のご報告もい

ただきましたが、それぞれが今後へ向けて、大変皆さんにとって重要でご関心あるテーマで

あると理解をしておりますので、事務局で論点整理を行って、その結果についてのご報告を

事務局の方から行っていただくことをお願いしたいと思います。 

それから、次回の委員会は、取引市場のワーキンググループと並列して進めております技

術検討のワーキンググループの議論のご報告をお願いしたいと思っておりますので、こちら

に関しましても、皆様お気づきの点等がございましたら、事務局にご連絡いただきたいと思

います。 

本日、この後に制度エンフォースメントに関するトッピクスを検討するために技術検討ワ

ーキンググループを開催いたしますが、大変恐縮ですが、本来、私が務めるべき進行を事務

局にお願いしております。技術検討ワーキンググループの委員の方には幾つかの検討のポイ

ントを事務局にお伝えしてありますので、検討をよろしくお願いいたします。それでは、事

務局から何かございますか。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 それでは次回、年の瀬で恐縮ですが、１２月２７日に開催させ

ていただきます。議題は「技術ワーキング等の検討状況について」ということでございます。

時間、場所については追ってお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。 

以上です。 

【村井主査】 それでは、本日の会議を終了としたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 

以上 


